
生活科学 
センター 
だより 

〔
相
談
〕 

　
先
日
、
一
人
ぐ
ら
し
の
母
（
８０

歳
）
に
膝
の
痛
み
を
や
わ
ら
げ
る

効
果
が
あ
る
と
健
康
食
品
を
勧
め

る
電
話
が
か
か
っ
て
き
ま
し
た
。

は
じ
め
は
「
い
り
ま
せ
ん
」
と
言

い
ま
し
た
が
、
健
康
状
態
な
ど
い

ろ
い
ろ
と
聞
か
れ
、
答
え
て
い
る

う
ち
に
説
明
が
長
時
間
に
お
よ
び

断
り
き
れ
な
く
な
り
、
仕
方
な
く

申
し
込
ん
だ
よ
う
で
す
。
届
い
た

商
品
は
開
封
し
て
い
る
の
で
す
が
、

返
品
は
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。 

（
５０
歳
女
性
） 

 〔
処
理
〕 

　
特
定
商
取
引
法
の
電
話
勧
誘
販

売
に
あ
た
り
ま
す
。
電
話
勧
誘
販

売
は
、
契
約
書
面
を
受
け
取
っ
て

か
ら
８
日
間
は
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ

フ
が
可
能
で
す
。 

　
商
品
が
届
い
て
か
ら
７
日
目
の

相
談
で
し
た
。
箱
や
セ
ロ
フ
ァ
ン

を
開
封
し
た
だ
け
で
は
た
だ
ち
に

消
費
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の

で
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
通
知

を
特
定
記
録
郵
便
で
出
し
て
契
約

解
除
を
し
ま
し

た
。
ま
た
、
商

品
は
着
払
い
で

送
り
返
し
ま
し

た
。 

  

〔
ア
ド
バ
イ
ス
〕 

　
特
定
商
取
引
法
で
は
、
健
康
食

品
や
化
粧
品
、
洗
剤
等
の
消
耗
品

は
、
開
封
し
た
も
の
や
消
費
し
た

も
の
は
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
で

き
ま
せ
ん
。 

　
し
か
し
、
契
約
書
面
に
「
使
用

す
る
と
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
で

き
な
く
な
る
」
と
い
う
記
載
が
な

け
れ
ば
、
開
封
・
使
用
し
た
後
も

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
可
能
で
す
。 

　
他
に
も
、
セ
ッ
ト
販
売
の
場
合

で
は
、
単
品
販
売
が
可
能
な
商
品

は
未
使
用
の
商
品
に
つ
い
て
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
が
い
え
ま
す
。（
例

え
ば
、
化
粧
品
を
５
本
中
１
本
だ

け
使
用
し
た
と
い
う
よ
う
な
場
合

は
、
残
り
の
４
本
に
つ
い
て
は
ク

ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
で
き
ま
す
。
） 

　
ま
た
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の

期
間
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
て
も
、

一
度
断
っ
て
い
る
の
に
引
き
続
き

勧
誘
す
る
行
為
や
長
時
間
に
及
ぶ

勧
誘
に
よ
り
困
惑
さ
せ
る
行
為
は

消
費
者
契
約
法
等
で
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
契
約
を
取
消
し
で

き
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。 

　
あ
き
ら
め
ず
に
神
崎
郡
消
費
生

活
中
核
セ
ン
タ
ー
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。 

       

　
秘
密
厳
守
　
相
談
は
無
料 

　
相
談
日
時
　
火
〜
金
曜
日 

　
　
　
　
　
　
９
時
〜
１６
時 

　
神
崎
郡
消
費
生
活
中
核
セ
ン
タ

ー
は
、
文
化
セ
ン
タ
ー
の
敷
地
内

に
あ
り
ま
す
。 

　
（
月
曜
日
は
休
館
日
） 

消
耗
品
を
開
封
す
る
と
 

ク
ー
リ
ン
グ
･
オ
フ
は
 

無
理
で
す
か
？
 

マ
ス
コ
ミ
に
望
む
こ
と 

　
私
の
中
学
か
ら
高
校
に
か
け
て
、

討
論
会
と
い
う
ゲ
ー
ム
が
あ
り
ま

し
た
。
対
立
す
る
題
材
を
め
ぐ
っ

て
討
論
し
、
聞
い
て
い
る
人
を
納

得
さ
せ
る
理
論
を
組
み
立
て
た
方

が
勝
つ
と
い
う
ゲ
ー
ム
で
す
。 

　
通
常
国
会
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、

討
論
テ
ー
マ
に
な
る
課
題
が
山
積

し
て
い
ま
す
。 

・
日
本
に
米
軍
基
地
は
必
要
か 

・
消
費
税
引
き
上
げ
に
賛
成
か 

・
法
人
税
引
き
下
げ
に
賛
成
か 

・
原
子
力
発
電
所
の
存
廃 

・
Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
参
加
に
つ
い
て 

な
ど
な
ど
で
す
。
国
会
で
は
与
党
、

野
党
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
理
論

を
組
み
立
て
、
活
発
な
論
議
が
展

開
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。 

　
私
た
ち
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー

マ
で
自
分
の
思
い
を
組
み
立
て
て

み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。 

　
正
月
４
日
に
は
仕
事
始
め
の
訓

示
を
行
い
ま
す
。
こ
の
訓
示
を
１

月
１
日
の
新
聞
の
社
説
を
読
ん
で

考
え
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
最

近
の
社
説
で
気
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
、
ど
の
新
聞
社

の
社
説
も
よ
く
似
て
い
る
こ
と
で

す
。
特
に
全
国
紙
で
顕
著
の
よ
う

で
す
。 

　
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
は

大
切
な
課
題
で
す
が
、
社
説
は
総

じ
て
消
費
税
の
引
き
上
げ
に
賛
成

で
、
社
会
保
障
で
は
各
人
の
痛
み

の
伴
う
負
担
増
は
や
む
を
得
な
い

と
い
う
立
場
で
す
。 

　
消
費
税
に
つ
い
て
は
各
新
聞
社

の
世
論
調
査
が
発
表
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
賛
否
は
拮
抗
し
て
お
り
、

最
近
の
発
表
で
は
、
ど
の
調
査
も

反
対
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
同

じ
政
党
内
で
も
意
見
が
分
か
れ
て

お
り
、
反
対
す
る
学
者
も
多
数
お

ら
れ
ま
す
。 

　
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
へ
の
希
望
は
、

国
民
の
中
に
あ
る
多
様
な
声
を
で

き
得
る
か
ぎ
り
忠
実
に
報
道
し
て

ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

　
全
国
紙
論
説
委
員
Ｏ
Ｂ
が
「
こ

れ
で
は
各
社
ご
と
の
社
説
は
い
ら

な
い
。
社
説
配
信
会
社
を
作
っ
て

同
じ
社
説
を
各
紙
に
転
載
し
た
方

が
ま
だ
わ
か
り
や
す
い
。
」
と
言

っ
て
お
ら
れ
る
の
を
知
っ
て
意
を

強
く
し
て
い
ま
す
。 

町
長 

　

嶋
田
正
義 

消
費
生
活
の
相
談
や
問
い
合 

わ
せ
、
苦
情
は
、
神
崎
郡
消 

費
生
活
中
核
セ
ン
タ
ー
へ 

（
　
２２
・
４
９
７
７
） 

５ 

ハ
イ
！ 

神
崎
郡
消
費
生
活 

中
核
セ
ン
タ
ー 

相
談
員
で
す 

日　時　２月１９日（日） 
　　　　１０：００～１５：００ 

場　所　文化センター 
　　　　小ホール 

主な催し 
○くらしを見直すパネル展 
○幼稚園児の絵画展 
○手づくり作品の展示・即売 
○野菜の即売 
○実習コーナー 
　・・お手玉作り 
　・・紙すき 
○喫茶コーナー（無料） 

平成２３年度 
環境にやさしいみんなの生活展 

― みんなで守ろう地球の未来　 
　できることからひとつずつ ― 

仕事始め式　年頭訓示 
（1月4日） 



福崎町 

手
を
つ
な
ぐ
　
み
ん
な
の
笑
顔 

　
た
か
ら
も
の 高

岡
小
学
校
４
年
　
　 

岡
本
愛
弥
音 

が
ん
ば
っ
て
　
こ
え
を
か
け
た
ら 

　
と
も
だ
ち
だ 福

崎
小
学
校
５
年
　
　 

尾
上
篤
生 

あ
り
が
と
う
　
そ
の
一
言
が 

　
あ
っ
た
か
い 

田
原
小
学
校
６
年
　
　 

中
井
悠
貴 

「
あ
り
が
と
う
」
た
っ
た
五
文
字
で 

　
い
い
気
分 

八
千
種
小
学
校
５
年
　 

中
島
夕
祈 

　
今
年
は
東
日
本
大
震
災
の
影
響

で
、
私
た
ち
の
中
学
校
で
は
初
め

て
の
沖
縄
へ
の
修
学
旅
行
と
な
り

ま
し
た
。 

　
沖
縄
に
着
い
て
す
ぐ
に
、
私
た

ち
は
平
和
祈
念
公
園
へ
と
向
か
い

ま
し
た
。
園
内
に
は
、
沖
縄
戦
で

亡
く
な
ら
れ
た
方
々
の
名
前
が
入

っ
た
追
悼
の
碑
が
ず
ら
り
と
並
び
、

そ
の
人
々
を
慰
め
る
か
の
よ
う
な

造
り
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

　
そ
し
て
、
資
料
館
へ
と
進
む
と

戦
争
当
時
の
沖
縄
の
人
々
の
生
活

な
ど
が
リ
ア
ル
に
再
現
さ
れ
て
い

た
の
で
す
。
う
っ
す
ら
と
風
が
吹

き
暗
く
し
め
っ
た
ガ
マ
、
ボ
ロ
ボ

ロ
の
服
、
や
せ
細
っ
た
人
々
、
泣

き
叫
ぶ
わ
が
子
を
必
死
に
あ
や
す

母
、
そ
れ
を
「
だ
ま
ら
せ
ろ
」
と

お
ど
す
日
本
兵
。 

　
も
し
も
私
が
そ
こ
に
い
た
ら
…
。

そ
う
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。 

　
も
し
も
私
が
軍
人
だ
っ
た
な
ら
、

地
を
は
い
ず
り
ま
わ
り
戦
い
、
次
々

と
仲
間
が
倒
れ
て
い
く
中
で
、
姿

の
見
え
な
い
敵
に
お
び
え
な
が
ら
、

意
味
も
な
く
人
を
殺
し
続
け
、
明

日
が
来
る
保
障
な
ど
ど
こ
に
も
な

く
、
死
ん
だ
方
が
楽
だ
と
思
っ
て

も
自
決
す
る
勇
気
も
な
い
。
た
だ
、

自
分
の
最
後
の
日
を
待
つ
だ
け
だ

っ
た
で
し
ょ
う
。 

　
も
し
も
私
が
沖
縄
の
住
民
だ
っ

た
な
ら
、
戦
争
へ
か
り
出
さ
れ
る

父
に
、
兄
に
「
行
か
な
い
で
、
行

か
な
い
で
。
」
と
す
が
り
つ
き
、

暗
く
狭
い
ガ
マ
の
中
で
、
食
事
も

満
足
に
と
れ
ぬ
ま
ま
弱
り
は
て
て

い
く
人
々
を
見
つ
め
、
せ
ま
り
来

る
「
死
」
に
恐
怖
を
い
だ
き
、
わ

け
の
わ
か
ら
な
い
敵
兵
に
お
び
え
、

味
方
で
あ
る
は
ず
の
日
本
兵
に
ま

で
お
び
え
て
暮
ら
し
、
た
だ
毎
日

疲
れ
は
て
て
は
眠
り
、
爆
発
音
で

目
が
覚
め
る
。
そ
ん
な
む
な
し
い

日
々
を
く
り
返
し
た
で
し
ょ
う
。 

　
き
っ
と
そ
れ
以
上
の
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
今
の
私
た

ち
に
は
想
像
も
で
き
な
い
こ
と
が

そ
こ
に
は
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

　
何
故
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

か
、
ど
う
し
て
、
な
ん
で
と
考
え

て
も
、
そ
ん
な
過
去
は
も
う
誰
に

も
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
、
沖
縄
に
は
、
今
で
も
た

く
さ
ん
の
戦
争
の
傷
跡
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。
多
く
の
人
々
が
生
活

し
、
そ
こ
で
死
ん
で
い
っ
た
ガ
マ
、

自
ら
命
を
絶
っ
た
自
決
場
所
、
そ

し
て
米
軍
基
地
。
戦
争
を
知
ら
な

い
私
た
ち
で
も
、
こ
れ
ら
の
も
の

か
ら
当
時
の
悲
惨
な
情
報
を
得
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
頭

の
中
に
「
戦
争
」
と
い
う
言
葉
が

し
っ
か
り
と
入
っ
て
い
ま
す
。
今

を
生
き
る
私
た
ち
に
も
で
き
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
き
っ
と
、

祈
る
こ
と
、
考
え
る
こ
と
、
語
り

継
ぐ
こ
と
、
そ
し
て
も
う
二
度
と

同
じ
あ
や
ま
ち
を
く
り
返
さ
な
い

こ
と
。
だ
か
ら
私
た
ち
は
終
戦
日

に
は
祈
り
、
戦
争
の
ド
キ
ュ
メ
ン

タ
リ
ー
映
画
を
観
て
考
え
、
現
地

へ
向
か
い
、
そ
の
傷
跡
を
見
て
、

人
の
声
を
聞
き
、
考
え
、
そ
れ
を

次
の
世
代
へ
と
語
り
継
ぎ
、
戦
争

は
い
け
な
い
こ
と
な
の
だ
、
も
う

二
度
と
く
り
返
し
て
は
い
け
な
い

こ
と
な
の
だ
と
、
し
っ
か
り
理
解

す
る
の
で
す
。 

　
そ
し
て
今
、
自
分
が
ど
れ
ほ
ど

幸
せ
な
の
か
を
考
え
ま
す
。
私
た

ち
は
今
、
生
き
て
い
ま
す
。
食
べ

物
だ
っ
て
お
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
ら

れ
ま
す
。
清
潔
な
服
だ
っ
て
着
ら

れ
る
し
、
学
校
に
行
け
て
、
友
だ

ち
が
い
て
、
帰
る
家
が
あ
っ
て
家

族
が
い
て
、
安
心
し
て
眠
れ
て
心

か
ら
落
ち
着
け
る
。
私
た
ち
は
本

当
に
幸
せ
な
の
で
す
。
幸
せ
す
ぎ

て
、
こ
ん
な
悲
し
い
出
来
事
が
あ

っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
く
ら

い
に
。 

　
そ
れ
で
も
私
た
ち
は
必
ず
思
い

出
す
の
で
す
。
原
爆
投
下
の
日
に
、

終
戦
日
に
・
・
・
忘
れ
ら
れ
な
い
、

忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
だ
か
ら
。

だ
か
ら
私
は
思
い
出
す
た
び
祈
り

考
え
ま
す
。
こ
の
先
、
も
っ
と
先

に
だ
っ
て
語
り
継
ぐ
。 

　
日
本
に
、
こ
の
世
界
中
に
、
少

し
で
も
平
和
が
続
く
よ
う
に
。 

も
し
も
わ
た
し
が 

福
崎
西
中
学
校
３
年
　 

石
田
華
乃 

田原小学校５年　長谷川彩人 

福崎小学校６年　吉川真優 

福崎西中学校３年　松岡稜河 

６ 



確定申告・住民税申告のお知らせ 

　平成23年分の所得税確定申告の窓口での相談及び申告書の受付は、2月16日（木）から3月15日（木）ま

でです。申告書はできるだけ自分で書いて、申告期間内に早めに提出してください。 
 

（申告が必要な方） 

・事業（自営業など）、不動産（地代や家賃）、農業の所得がある方 

・報酬、個人年金の受取金、保険の満期（解約）受取金などの所得がある方 

・給与や年金を2か所以上からもらっている方 

・給与所得者で年末調整をしていない方 

・2種類以上の所得がある方（例：給与所得と不動産所得、年金所得と農業所得など） 

・土地建物や株式等の譲渡があった方 

・国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している方　など 

（申告に必要なもの） 

・確定申告書（税務署から送付されている方のみ） 

・源泉徴収票（給与所得者、年金受給者） 

・報酬等の支払調書、個人年金や保険の満期受取金等の支払証明書 

・収支内訳書（農業・営業・不動産所得等のある方） 

・国民年金保険料等支払証明書 

・生命保険や地震保険料（旧長期損害保険料）の支払証明書 

・医療費の領収書（保険金などで補てんされる金額がわかるものを含む） 

・印鑑　など 

◎申告書は自分で書いてお早めに 

◎医療費控除を受けられる方へ ◎土地・株式等の譲渡所得・事業所得 
　のある方へ 　平成23年1月1日から12月31日までに支払わ

れた医療費が対象となります。医療費控除を受け

られる方は事前にご自身で支払金額や、保険金な

どで補てんがあった場合はその金額を必ず集計し

ておいてください。集計されていない場合は、申

告時に順番を後にまわっていただくこともありま

すのでご了承ください。 

　土地・株式等の譲渡所得および事業所得のある

方は、申告期間内に姫路税務署の開設する申告会

場（姫路労働会館）で申告してください。役場申

告会場では受付のみとなります。 

◎住宅ローン控除を受けられる方へ ◎収入がない場合も申告が必要です 
　住宅ローン等を利用して家屋の新築、購入また

は増改築をした場合で、一定の要件にあてはまる

ときは、居住の用に供した年以後10年間、住宅

借入金等の年末残高の合計額をもとに計算した金

額の控除を受けることができます。 

　ただし、認定長期優良住宅の新築、バリアフリ

ー改修工事および省エネ改修工事等に係る特定増

改築による住宅ローン控除の場合は、姫路労働会

館で申告してください。役場申告会場では受付の

みとなります。 

　申告は、国民健康保険税、介護保険料、後期高

齢者医療保険料の算定や軽減判定等の基礎資料と

なります。正しく保険税（料）を算定し、保険税（料）

の軽減判定等を受けるためには、被保険者と世帯

主の所得把握が必要です。収入がない場合でも必

ず申告してください。 

※申告がないと軽減が受けられない場合がありま

すので、ご注意ください。 

※不動産所得等の必要経費

で固定資産の租税公課が

不明な方は、平成23年

6月16日付でお送りし

た「平成23年度固定資

産税課税明細書」を必ず

お持ちください。 

７ 



●身体の都合等で会場にお越しになれない方 

　役場税務課住民税係（　22－0560　内線344・345）まで連絡をお願いします。 

●日曜日も姫路労働会館で申告相談を受付します。 

　姫路税務署では、2月19日および2月26日の日曜日にも姫路労働会館（姫路市北条一丁目98番地）

で相談・申告書の受付を行いますので、所得税の確定申告の方はそちらもご利用ください。両日とも姫

路税務署では申告書の受付等は行っていませんのでご注意ください。 

●申告期間中、役場での申告相談はできません。 

　申告相談は必ず集落会場、地区会場もしくは3月8日以降にサルビア会館にお越しください。  

※会場、時間帯によっては、待ち時間が長くなる場合もあります。時間に余裕をもってお越しください。 

平成２３年分　確定申告・住民税申告受付会場 平成２３年分　確定申告・住民税申告受付会場 

月　日 
2月16日 
2月17日 
2月18日 
2月19日 
2月20日 
2月21日 
2月22日 
2月23日 
2月24日 
2月25日 
2月26日 
2月27日 
2月28日 
2月29日 
3月1日 
3月2日 
3月3日 
3月4日 
3月5日 
3月6日 
3月7日 
3月8日 
3月9日 
3月10日 
3月11日 
3月12日 
3月13日 
3月14日 
3月15日 

曜日 
木 
金 
土 
日 
月 
火 
水 
木 
金 
土 
日 
月 
火 
水 
木 
金 
土 
日 
月 
火 
水 
木 
金 
土 
日 
月 
火 
水 
木 

受付時間 
9時30分～14時 
9時30分～15時 
9時30分～15時 

 
9時30分～15時 
9時30分～14時 
9時30分～15時 
9時30分～15時 
9時30分～15時 
9時30分～15時 

 
9時30分～14時 
9時30分～15時 
9時30分～15時 
9時30分～15時 
9時30分～14時 
9時30分～15時 

 
9時30分～15時 
9時30分～15時 
9時30分～15時 
9時～15時 
9時～15時 

 
 

9時～15時 
9時～15時 
9時～15時 
9時～15時 

申告会場 
余 田 公 民 館  
鍛 治 屋 公 民 館  
八千種研修センター 
 
南 大 貫 公 民 館  
文 化 セ ン タ ー  
山 崎 公 民 館  
新 町 公 民 館  
文 化 セ ン タ ー  
文 化 セ ン タ ー  
 
田 口 公 民 館  
西 治 公 民 館  
福 田 公 民 館  
田 尻 公 民 館  
長 野 公 民 館  
サ ル ビ ア 会 館  
 
大 門 公 民 館  
八 反 田 公 民 館  
西 光 寺 公 民 館  
サ ル ビ ア 会 館  
サ ル ビ ア 会 館  
 
 
サ ル ビ ア 会 館  
サ ル ビ ア 会 館  
サ ル ビ ア 会 館  
サ ル ビ ア 会 館  

対　象　集　落 
余田、小倉 
庄、鍛治屋 
八千種地区の方 
 
南大貫、東大貫、西大貫 
馬田 
山崎 
新町 
駅前 
福崎地区・高岡地区の方 
 
田口、板坂 
西谷、西治、高橋 
福田 
西野、井ノ口、辻川、田尻 
桜、長野、神谷 
田原地区の方 
 
北野、大門、加治谷、亀坪 
長目、中島、八反田、吉田 
上中島、西光寺、西野野垣内 
事業所得者、他 
事業所得者、他 
 
 
事業所得者、他 
事業所得者、他 
事業所得者、他 
事業所得者、他 

※2/1（水）～3/15（木）の申告書

の受付、用紙の交付は、姫路労働

会館です。 

※用紙については、国税庁ホームペ

ージ（http://www.nta.go.jp） 

　からも印刷することができます。 

※土曜、日曜、祝日を除きます。た

だし、2/19（日）・26（日）は、

会場（姫路労働会館）を開設して

います。 

◎平成２３年分の確定申告会場のご案内 

区　分 場　所 

姫路労働会館 

姫路税務署 

姫路労働会館 

日　　　時 

９：００～１７：００ 

所得税 

消費税及び 
地方消費税 

贈与税 

※なるべく１６：００ 
　までにお越しく 
　ださい 

2/1（水）～3/15（木） 

3/16（金）～4/2（月） 

2/1（水）～3/15（木） 

８ 

税務署からのお知らせ 



「平成２４年度から扶養控除が変わります」 「平成２４年度から扶養控除が変わります」 「平成２４年度から扶養控除が変わります」 
住民税についてのお知らせ 

 

 

 

　子ども手当の創設に伴い、年少扶

養親族（１６歳未満の扶養親族）に対

する扶養控除（３３万円）が廃止され

ます。ただし、住民税（町・県民税）

の非課税限度額の算定等については、

従来どおり年少扶養親族の人数を含

めて算定しますので、１６歳未満（平

成８年１月２日以降生まれ）の扶養

親族についても申告していただく必

要があります。 

　この申告がもれると、今まで非課

税だった方や均等割額のみ課税され

ていた方などの住民税額が増えてし

まう場合がありますので、ご注意く

ださい。 
 

 

 

 

　高校授業料無償化に伴い、１６歳以

上１９歳未満の特定扶養親族に対する

扶養控除の上乗せ部分（１２万円）が

廃止され、扶養控除の額が４５万円か

ら３３万円になります。 

①年少扶養親族（１６歳未満）
の扶養控除の廃止 

②特定扶養控除の上乗せ部分
の廃止 

扶
養
親
族 

年　齢 生年月日 改正前 改正後 

１６歳未満 

１６歳以上 

　１９歳未満 

１９歳以上 

　２３歳未満 

２３歳以上 

　７０歳未満 

７０歳以上 

平成８年１月２日以降 

平成５年１月２日～ 

　　平成８年１月１日 

昭和６４年１月２日～ 

　　平成５年１月１日 

昭和１７年１月２日～ 

　　昭和６４年１月１日 

昭和１７年１月１日以前 

３３万円 

〈３８万円〉 

４５万円 

〈６３万円〉 

４５万円 

〈６３万円〉 

３３万円 

〈３８万円〉 

３８万円 

〈４８万円〉 

０円 

〈０円〉 

３３万円 

〈３８万円〉 

変更なし 

変更なし 

変更なし 

〔今回の改正のイメージ〕 
※〈　〉内は所得税の控除額 

（年齢） ～１５歳 １６歳～１８歳 １９歳～２２歳 ２３歳～６９歳 ７０歳～ 

子ども手当 
の対象 

高校無償化 
の対象 （注）所得税は平成２３年分からの適用となります。 

※〈　〉内は所得税の控除額 

一般（年少） 
扶養控除 
３３万円 
〈３８万円〉 
【廃止】 

老人扶養控除 
３８万円 
〈４８万円〉 

一般（成年） 
扶養控除 
３３万円 
〈３８万円〉 

特定扶養控除 
３３万円 
〈３８万円〉 
【一般扶養控 
　除に移行】 

上乗せ分１２万円 
〈２５万円〉 
【廃止】 

特定扶養控除 
４５万円 
〈６３万円〉 

〈問い合わせ先〉　福崎町役場　税務課　住民税係　　２２－０５６０（内線３４４・３４５） 
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最
近
、
ゴ
ミ
や
草
の
野
焼
き
に
よ
り
、「
洗

濯
物
に
灰
や
臭
い
が
つ
い
て
困
っ
て
い
る
」

「
窓
が
開
け
ら
れ
な
い
」
な
ど
の
苦
情
が
数

多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
野
外
で
の
ゴ
ミ

や
草
の
焼
却
は
環
境
に
悪
影
響
を
与
え
、
周

囲
の
方
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ゴ
ミ
や
草
は
燃
や
さ
ず
に
、
ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
に
出
す
か
（
草
や
剪
定
く
ず
は
３
袋
ま

で
）、
く
れ
さ
か
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
へ
直

接
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

野
焼
き
禁
止
の
例
外 

○
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
施
設
の

管
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な
焼
却 

○
災
害
の
予
防
・
応
急
対
策
ま
た
は
復
旧
の

た
め
に
必
要
な
焼
却 

○
風
俗
慣
習
上
ま
た
は
宗
教
上
の
行
事
を
行

う
た
め
に
必
要
な
焼
却 

○
農
業
、
林
業
ま
た
は
漁
業
を
営
む
た
め
に

や
む
を
得
な
い
と
し
て
行
わ
れ
る
焼
却 

○
た
き
火
そ
の
他
日
常
生
活
を
営
む
う
え
で

通
常
行
わ
れ
る
焼
却
で
軽
微
な
も
の 

 

　
例
外
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
焼
却
で
も
、

周
囲
へ
の
影
響
を
考
え
て
焼
却
時
の
風
向
や

時
間
帯
に
十
分
配
慮
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
み
な
さ
ん
の
力
で
き
れ
い
な
環
境
を
守
り

ま
し
ょ
う
。 

（
住
民
生
活
課
） 

〜
野
焼
き
は
法
律
で 

　
　
　
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
〜 



　福崎町が行う建設工事、測量･建設コンサルタント

等業務または物品製造等の競争入札等に参加しよう

とする方は、あらかじめ競争入札等参加資格審査申

請を行い、競争入札等参加資格を有する者の名簿に

登録されることが必要です。 

１．建設工事、測量･建設コンサルタント等業務の競

争入札等に参加しようとする方は 

　「平成２４・２５年度福崎町競争入札等参加資格審査申

請書作成要領（建設工事、測量･建設コンサルタント

等業務）」にもとづき申請書を作成し、提出してく

ださい。なお、作成要領は、福崎町役場２階企画財

政課または福崎町ホームページで入手できます。 

　※福崎町ホームページアドレス 

　　　　http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/ 

２．物品製造等の競争入札等に参加しようとする方は 

　「平成２４・２５年度福崎町競争入札等参加資格審査申

請書作成要領（物品製造等）」にもとづき、申請書

を作成し、提出してください。なお、作成要領は、

福崎町役場１階出納室または福崎町ホームページで

入手できます。 

３．受付期間（受付期間を変更していますのでご注意ください。） 

　平成２４年２月２０日～３月１９日（土･日曜日、祝日

を除く９時～１６時） 

※郵送による受付は上記期間内必着のものに限ります。 

※期間外の受付は一切しません。 

４．登録の有効期間 

　平成２４年７月１日～平成２６年６月３０日の２年間 

５．提出場所 

　福崎町役場　企画財政課　 

〒６７９－２２８０　兵庫県神崎郡福崎町南田原３１１６番地の１ 

　０７９０－２２－０５６０（内線２３１・２３２）　FAX０７９０－２３－０６８７ 

６．問い合わせ先 

（１）建設工事、測量･建設コンサルタント等業務に

　　　ついては 

　　　福崎町役場　企画財政課　 

（２）物品製造等については 

　　　福崎町役場　出納室 

　　　　０７９０－２２－０５６０（内線３０２） 

　　　FAX０７９０－２２－２９１９ 

平成２４・２５年度福崎町競争入札等 
参加資格審査申請について 

くれさか環境事務組合 
平成２４年度競争入札等参加資格 

審査申請について 

使用済み天ぷら油の回収に 
ご協力ください 

　地球温暖化の防止やごみの減量化のため、廃食用
油を回収しています。使用済み天ぷら油などの廃食
用油は、回収して精製すればディーゼル自動車の燃
料（BDF）として再利用することができます。 
　さらなるご協力をお願いします。 

回収ボックス設置場所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
回収方法 
・使用済み天ぷら油を容器（ペットボトル等）に入れ、
しっかり栓をして、回収ボックスに投入してくだ
さい。 
・破損する恐れのあるガラス容器等は避けてください。 
・回収の対象は植物油のみです。（動物油は燃料化で
きません。） 
・賞味期限切れの油でも問題ありませんが、天かす
等はなるべく取り除いてください。 
問い合わせ先　住民生活課（内線３７２） 

イセダ屋福崎店（分別ボックス付近） 

JA兵庫西　旬彩蔵福崎（入口付近（屋外）） 

サクセスひのストア田原店（分別ボックス付近） 

　ひのストア福崎店（分別ボックス付近） 

福崎町役場（入口付近） 

文化センター（生活科学センター北側） 

八千種研修センター〈もちの木会館〉（自転車置場付近） 

営業時間内 

回収日・時間 名　　称 

開庁時間内 

平成２３年度回収量　１，９８５　 
（１２月末現在） 

１０ 

新設 

対　象　平成２４年度にくれさか環境事務組合が
実施する建設工事、測量・建設コンサルタント
等、物品製造等の入札に参加される法人、個人 
受付期間　平成２４年３月１６日（金）までに持参ま
たは必着（土・日曜日、祝日を除く９時～１７時） 
要綱・様式　くれさか環境事務組合で配布。また、
くれさかクリーンセンターホームページからダウ
ンロード可能。（http://www.yumetv.jp/ kuresaka/） 
提出方法　持参または郵送、メール便可（郵送、
メール便の場合は受付期間内必着） 
問い合わせ先　くれさか環境事務組合　総務課 
　〒６７１－２１２１　兵庫県姫路市夢前町宮置８０３番地 
　　　　　　　０７９－３３５－３６７０ 


